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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．３０～０．５５％、Ｓｉ：０．０５～０．３０％、Ｍｎ：０．２０
％以上０．８０％未満、Ｐ：０．００５～０．０５％、Ｓ：０．００５～０．１０％、Ｖ
：０．０１％を超えて０．３０％以下およびＮ：０．００５～０．０３０％を含有し、残
部はＦｅおよび不純物からなり、不純物中のＣｒおよびＡｌがそれぞれ、Ｃｒ：０．１０
％未満およびＡｌ：０．０５％以下の化学組成を有し、表面からの深さが２ｍｍ以上であ
る部位のミクロ組織が、パーライト組織またはフェライトの割合が１０％未満のフェライ
ト・パーライト混合組織であることを特徴とする調質型軟窒化クランク軸用粗形品。
【請求項２】
　化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｍｏ：０．１５％以下およびＴｉ：０．
０３０％以下のうちの１種または２種を含有することを特徴とする請求項１に記載の調質
型軟窒化クランク軸用粗形品。
【請求項３】
　化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃａ：０．０２０％以下を含有すること
を特徴とする請求項１または２に記載の調質型軟窒化クランク軸用粗形品。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれかに記載の調質型軟窒化クランク軸用粗形品を素材とする
調質型軟窒化クランク軸であって、前記粗形品を表面からの深さで少なくとも２ｍｍ以上
切削加工してから軟窒化処理されたことを特徴とする調質型軟窒化クランク軸。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調質型軟窒化クランク軸用粗形品および調質型軟窒化クランク軸に関する。
より詳しくは、自動車、産業機械および建設機械などのクランク軸として用いるのに好適
な疲労強度と曲げ矯正性に優れる調質型軟窒化クランク軸およびそのクランク軸の素材と
して用いるのに好適な調質型軟窒化クランク軸用粗形品に関する。
【０００２】
　なお、「調質型軟窒化クランク軸」とは、いわゆる「調質処理」である「焼入れ－焼戻
し処理」を行った後で、軟窒化処理が施されたクランク軸を指す。なお、以下の説明にお
いては、上記の「軟窒化処理が施されたクランク軸」を単に「軟窒化クランク軸」と称す
る。
【背景技術】
【０００３】
　従来、自動車、産業機械および建設機械用などのクランク軸は、熱間鍛造などの方法で
素材鋼片を所望のクランク軸用粗形品に熱間加工した後、調質処理を行うことによって、
あるいは、調質処理を省略するいわゆる「非調質」の場合には成分元素の調整によって、
それぞれミクロ組織の微細化を図り、さらにその後、前記粗形品の表面を２ｍｍ以上切削
加工して所定のクランク軸形状に仕上げた後、主として疲労強度を高める目的で軟窒化処
理を施して製造されてきた。
【０００４】
　しかしながら、最近、エンジンのコンパクト化および高出力化の観点から、従来にもま
して高い疲労強度を有するクランク軸が望まれ、近年その要求は特に強まっている。そし
て、一般的な非調質型軟窒化クランク軸の場合には、このような高い疲労強度の確保が困
難な状況にある。
【０００５】
　なお、疲労強度を高めるには、一般に、Ｎとともに窒化物を形成するＣｒをＡｌやＶな
どの元素と複合添加して表面硬さを上げるのが有効であることが知られている。
【０００６】
　しかしながら、軟窒化処理を施すとひずみが発生してクランク軸の寸法精度が低下する
ので、軟窒化処理後には曲げ矯正が行われることが多く、このため、軟窒化クランク軸に
は軟窒化処理後の曲げ矯正性が優れていることも要求される。しかしながら、上記のよう
にＣｒをＡｌやＶなどの元素と複合添加して表面硬さを高くした場合には、曲げ矯正性は
著しく低下してしまう。
【０００７】
　このため、高い疲労強度と優れた曲げ矯正性を備えた軟窒化クランク軸、なかでも調質
型軟窒化クランク軸に対する要望が大きい。
【０００８】
　ここで、上記の「優れた曲げ矯正性」とは、大きな曲げ変位量まで軟窒化クランク軸の
表面にき裂が入らないことを指す。
【０００９】
　なお、「軟窒化」処理は、一般に、５００～６００℃の温度域でＮとＣを同時に侵入・
拡散させて表面を硬化させる手法で「炭窒化」処理と称されることもある。主に耐摩耗性
を向上させることを目的とする「窒化」処理に対して、「軟窒化」処理は特に疲労強度を
向上させる手法として秀でており、近年急速に普及している処理である。
【００１０】
　軟窒化処理に関連する技術としては、例えば、特許文献１や特許文献２に提案されてい
るものがある。
【００１１】
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　具体的には、特許文献１に、重量％で、Ｃｒ：０．９～１．５％、Ａｌ：０．７～１．
５％など特定の元素からなる組成を有する鋼からロッカーアーム素材を製作する工程、そ
の素材に調質処理や軟窒化処理を施す工程などを有する「内燃機関用ロッカーアームの製
造方法」が開示されている。
【００１２】
　特許文献２には、重量比で、Ｃｒ：１．００～３．００％、Ｖ：０．０５～０．１５％
など特定の元素からなる組成を有する鋼素材を熱間圧延した後、８００℃から５００℃ま
でを冷却速度０．２～４℃／秒の範囲で調整冷却してＶ炭窒化物を析出させるとともにベ
イナイト組織を析出させ、その後、機械加工と軟窒化処理を行う「強度および耐摩耗性の
優れたシャフト部材の製造方法」が開示されている。
【００１３】
【特許文献１】特開平７－１０２３２２号公報
【特許文献２】特開昭５９－１４０３２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　前述の特許文献１や特許文献２で開示された技術は、ＣｒとＡｌやＶとを複合添加する
ことにより表面硬さを高くしてこれまで以上に高い疲労強度や優れた耐摩耗性を得ること
ができるものである。しかしながら、いずれの場合も表面硬さを高くした場合の曲げ矯正
性の著しい低下に対する配慮がなされていない。このため、上記の技術をもってしても、
高い疲労強度と優れた曲げ矯正性を備えた軟窒化クランク軸を得たいとの産業界の要望に
必ずしも応えられるものではなかった。
【００１５】
　そこで、本発明の目的は、軟窒化処理を施しても高い疲労強度と優れた曲げ矯正性を両
立でき、自動車、産業機械および建設機械などのクランク軸として用いるのに好適な、な
かでも、最近のエンジンのコンパクト化および高出力化に十分対応することが可能であっ
て自動車用クランク軸として用いるのに好適な、調質型軟窒化クランク軸およびそのクラ
ンク軸の素材として用いるのに好適な調質型軟窒化クランク軸用粗形品を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者らは、前記した課題を解決するために、種々の軟窒化用鋼を溶製して軟窒化処
理後の疲労強度と曲げ矯正性を調査するとともに、ミクロ組織や硬さプロファイルについ
ても詳細に研究を行い、疲労強度と曲げ矯正性に及ぼす影響を調査した。その結果、先ず
、下記（ａ）～（ｃ）の知見を得た。
【００１７】
　（ａ）疲労強度を高めるためにＣｒとＡｌやＶとを複合添加して表面硬さを高くした従
来の技術において曲げ矯正性が著しく低下するのは、パーライト中のフェライトが過度に
強化されることになって表層部の硬さが高くなりすぎるためである。
【００１８】
　（ｂ）Ｖを添加した鋼であっても、曲げ矯正性が低下しないことがある。
【００１９】
　そこでさらに検討を加えた結果、下記（ｃ）～（ｆ）の重要な知見を得た。
【００２０】
　（ｃ）調質型軟窒化クランク軸に高い疲労強度と優れた曲げ矯正性を兼備させるために
は、軟窒化処理後の表面硬さを抑制するとともに、生地である芯部の硬さを高める必要が
ある。
【００２１】
　（ｄ）ＣｒおよびＡｌの含有量を制限したうえでＶを含有させれば、熱間鍛造後にＶが
ＣおよびＮと結合したＶ炭窒化物が析出する。このため、Ｖを添加した鋼であっても、Ｃ
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ｒおよびＡｌの含有量を制限すれば、上記Ｖ炭窒化物のピンニング作用によって焼入れの
際のオーステナイト結晶粒が微細になるので、調質処理である焼入れ－焼戻し後のミクロ
組織を容易に微細化することができる。
【００２２】
　（ｅ）調質処理後のミクロ組織が微細な場合には、後工程としての軟窒化処理で生じる
拡散層の組織も微細になり、このため、軟窒化処理後の表面硬さが過度に上昇することを
抑止することができる。そして、上記軟窒化処理後における表面硬さの過度な上昇の抑制
により、クランク軸に優れた曲げ矯正性を具備させることが可能となる。
【００２３】
　（ｆ）ＣｒおよびＡｌの含有量を制限したうえでＶを含有させた場合に、調質型軟窒化
クランク軸に高い疲労強度を具備させることができる好適なミクロ組織は、パーライト組
織またはフェライトの割合が１０％未満のフェライト・パーライト混合組織である。
 
【００２４】
　本発明は、上記の知見に基づいて完成されたものであり、その要旨は、下記（１）～（
３）に示す調質型軟窒化クランク軸用粗形品および（４）に示す調質型軟窒化クランク軸
にある。
【００２５】
　（１）質量％で、Ｃ：０．３０～０．５５％、Ｓｉ：０．０５～０．３０％、Ｍｎ：０
．２０％以上０．８０％未満、Ｐ：０．００５～０．０５％、Ｓ：０．００５～０．１０
％、Ｖ：０．０１％を超えて０．３０％以下およびＮ：０．００５～０．０３０％を含有
し、残部はＦｅおよび不純物からなり、不純物中のＣｒおよびＡｌがそれぞれ、Ｃｒ：０
．１０％未満およびＡｌ：０．０５％以下の化学組成を有し、表面からの深さが２ｍｍ以
上である部位のミクロ組織が、パーライト組織またはフェライトの割合が１０％未満のフ
ェライト・パーライト混合組織であることを特徴とする調質型軟窒化クランク軸用粗形品
。
 
【００２６】
　（２）化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｍｏ：０．１５％以下およびＴｉ
：０．０３０％以下のうちの１種または２種を含有することを特徴とする上記（１）に記
載の調質型軟窒化クランク軸用粗形品。
【００２７】
　（３）化学組成が、Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃａ：０．０２０％以下を含有す
ることを特徴とする上記（１）または（２）に記載の調質型軟窒化クランク軸用粗形品。
【００２８】
　（４）上記（１）から（３）までのいずれかに記載の調質型軟窒化クランク軸用粗形品
を素材とする調質型軟窒化クランク軸であって、前記粗形品を表面からの深さで少なくと
も２ｍｍ以上切削加工してから軟窒化処理されたことを特徴とする調質型軟窒化クランク
軸。
【００２９】
　なお、ミクロ組織としての「フェライト・パーライト混合組織」における「フェライト
」にはパーライト組織中のフェライトは含まない。
 
【００３０】
　「調質型軟窒化クランク軸」とは、いわゆる「調質処理」である「焼入れ－焼戻し処理
」を行った後で、軟窒化処理が施されたクランク軸を指すことは既に述べたとおりである
。
【００３１】
　そして、「調質型軟窒化クランク軸用粗形品」とは、上記「調質型軟窒化クランク軸」
の素材となるものであって、所定のクランク軸形状に熱間鍛造された後、「焼入れ－焼戻
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し」の熱処理が施されたものを指す。
【００３２】
　以下、上記 （１）～（３）の調質型軟窒化クランク軸用粗形品に係る発明および（４
）の調質型軟窒化クランク軸に係る発明をそれぞれ、「本発明（１）」～「本発明（４）
」という。また、総称して「本発明」ということがある。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の調質型軟窒化クランク軸は、軟窒化処理後の曲げ矯正性に優れ、しかも、高い
疲労強度を有するので、自動車、産業機械および建設機械などのクランク軸として用いる
ことができ、エンジンのコンパクト化および高出力化に対処することが可能である。また
、本発明の調質型軟窒化クランク軸用粗形品は、上記調質型軟窒化クランク軸の素材とし
て用いるのに好適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の各要件について詳しく説明する。なお、化学成分の含有量の「％」は「
質量％」を意味する。
【００３５】
　（Ａ）調質型軟窒化クランク軸用粗形品の化学組成：
　Ｃ：０．３０～０．５５％
　Ｃは、ＮとともにＶと結合してＶ炭窒化物を形成し、生地である芯部の硬さを高めて、
疲労強度を向上させる作用を有する。また、前記のＶ炭窒化物は、ピンニング作用によっ
て焼入れの際のオーステナイト結晶粒を微細にするので、調質処理である焼入れ－焼戻し
後のミクロ組織が容易に微細化し、このため、後工程としての軟窒化処理で生じる拡散層
の組織も微細になるので、軟窒化処理後の表面硬さが過度に上昇することが抑止され、ク
ランク軸に優れた曲げ矯正性を具備させることが可能となる。さらに、Ｃには、クランク
軸の耐摩耗性を高める作用もある。こうした効果を得るためには０．３０％以上の量のＣ
を含有させる必要がある。しかしながら、Ｃの含有量が多くなり、特に、０．５５％を超
えると、芯部硬さが上昇するものの延性および靱性が低下して却って疲労強度の低下をき
たす。したがって、Ｃの含有量を０．３０～０．５５％とした。
【００３６】
　なお、Ｃ含有量の望ましい範囲は０．３５～０．５３％であり、さらに望ましい範囲は
０．４５～０．５３％である。
【００３７】
　Ｓｉ：０．０５～０．３０％
　Ｓｉは、脱酸作用を有するとともにパーライト組織中のフェライトを固溶強化する作用
を有するので、０．０５％以上含有させる。しかしながら、Ｓｉの含有量が多くなると曲
げ矯正性が損なわれるとともにフェライト・パーライト混合組織におけるフェライトの割
合が高くなって疲労強度が低下し、特に、Ｓｉの含有量が０．３０％を超えると、曲げ矯
正性の劣化が著しくなるとともにフェライト・パーライト混合組織におけるフェライトの
割合が容易に１０％以上となることによる疲労強度の低下が著しくなる。したがって、Ｓ
ｉの含有量を０．０５～０．３０％とした。
 
【００３８】
　なお、Ｓｉ含有量の望ましい範囲は０．０９～０．３０％であり、さらに望ましい範囲
は０．１５～０．３０％である。
【００３９】
　Ｍｎ：０．２０％以上０．８０％未満
　Ｍｎは、固溶強化元素であり、母材硬さを高めて疲労強度を向上させる作用を有する。
この効果を得るには、０．２０％以上のＭｎ含有量が必要である。しかしながら、Ｍｎを
過剰に含有すると曲げ矯正性が損なわれ、特に、Ｍｎの含有量が０．８０％以上になると
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曲げ矯正性の劣化が著しくなる。したがって、Ｍｎの含有量を０．２０％以上０．８０％
未満とした。
【００４０】
　なお、Ｍｎ含有量の望ましい範囲は０．３０～０．７５％であり、さらに望ましい範囲
は０．５０～０．７０％である。
【００４１】
　Ｐ：０．００５～０．０５％
　Ｐは、強化元素として有効であるため０．００５％以上含有させる。しかしながら、過
剰のＰは粒界に偏析して粒界の脆化割れを助長し、特に、その含有量が０．０５％を超え
ると粒界の脆化割れが著しくなる。したがって、Ｐの含有量を０．００５～０．０５％と
した。
【００４２】
　なお、Ｐ含有量の望ましい範囲は０．００５～０．０２０％であり、さらに望ましい範
囲は０．０１０～０．０２０％である。
【００４３】
　Ｓ：０．００５～０．１０％
　Ｓは、鋼の被削性の向上に有効な元素であり、この効果を得るためには０．００５％以
上含有させる必要がある。しかしながら、Ｓの含有量が多すぎると熱間加工性や疲労強度
の低下を招き、特に、その含有量が０．１０％を超えると熱間加工性および疲労強度の低
下が著しくなる。したがって、Ｓの含有量を０．００５～０．１０％とした。
【００４４】
　なお、Ｓ含有量の望ましい範囲は０．００５～０．０７％であり、さらに望ましい範囲
は０．０１～０．０４％である。
【００４５】
　Ｖ：０．０１％を超えて０．３０％以下
　Ｖは、本発明において最も重要な成分元素である。すなわち、ＣｒおよびＡｌの含有量
を後述のとおり制限した本発明において、ＶはＣおよびＮと結合してＶ炭窒化物として析
出し、生地である芯部の硬さを高めて、疲労強度を向上させる作用を有する。また、前記
のＶ炭窒化物は、ピンニング作用によって焼入れの際のオーステナイト結晶粒を微細にす
るので、調質処理である焼入れ－焼戻し後のミクロ組織が容易に微細化し、このため、後
工程としての軟窒化処理で生じる拡散層の組織も微細になるので、軟窒化処理後の表面硬
さが過度に上昇することが抑止され、クランク軸に優れた曲げ矯正性を具備させることが
可能となる。こうした効果を得るためには０．０１％を超える量のＶを含有させる必要が
ある。しかしながら、Ｖの過度の添加はコスト増大につながり、特に、Ｖの含有量が０．
３０％を超えると、コスト増大が著しくなる。したがって、Ｖの含有量を０．０１％を超
えて０．３０％以下とした。
【００４６】
　なお、Ｖ含有量の望ましい範囲は０．０３～０．２５％であり、さらに望ましい範囲は
０．０５～０．１５％である。
【００４７】
　Ｎ：０．００５～０．０３０％
　Ｎは、ＣとともにＶと結合してＶ炭窒化物を形成し、生地である芯部の硬さを高めて、
疲労強度を向上させる作用を有する。また、前記のＶ炭窒化物は、ピンニング作用によっ
て焼入れの際のオーステナイト結晶粒を微細にするので、調質処理である焼入れ－焼戻し
後のミクロ組織が容易に微細化し、このため、後工程としての軟窒化処理で生じる拡散層
の組織も微細になるので、軟窒化処理後の表面硬さが過度に上昇することが抑止され、ク
ランク軸に優れた曲げ矯正性を具備させることが可能となる。さらに、Ｎはそれ自体が生
地に固溶し、固溶強化によって疲労強度を向上させる作用もある。こうした効果を得るた
めには０．００５％以上の量のＮを含有させる必要がある。しかしながら、Ｎを含有量で
０．０３０％を超えて添加するのは工業的な困難を伴う上、例えば、インゴット中で気泡
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欠陥を生成して材質を損なうことがある。このため、Ｎの含有量を０．００５～０．０３
０％とした。
【００４８】
　なお、Ｎ含有量の望ましい範囲は０．００５～０．０２０％であり、さらに望ましい範
囲は０．００８～０．０１３％である。
【００４９】
　本発明においては、不純物中のＣｒおよびＡｌの含有量をそれぞれ、Ｃｒ：０．１０％
未満およびＡｌ：０．０５％以下に制限する。
【００５０】
　以下、このことについて説明する。
【００５１】
　Ｃｒ：０．１０％未満
　０．０１％を超えるＶを含む場合、Ｃｒは曲げ矯正性の低下を招き、特に、その含有量
が０．１０％以上になると、曲げ矯正性の低下が著しくなる。したがって、不純物中のＣ
ｒの含有量を０．１０％未満とした。なお、不純物中のＣｒの望ましい含有量は０．０７
％以下である。
【００５２】
　Ａｌ：０．０５％以下
　Ａｌは、母材強度にほとんど寄与せず、曲げ矯正性を劣化させるため、不純物として混
入する以外は添加せずその含有量は少ないほどよい。製造コストを勘案して曲げ矯正性を
害さない範囲でＡｌは０．０５％以下まで許容できるので、不純物中のＡｌの含有量を０
．０５％以下とした。
【００５３】
　なお、不純物中のＡｌの望ましい含有量は０．０４５％以下である。
【００５４】
　上記の理由から、本発明（１）に係る調質型軟窒化クランク軸用粗形品の化学組成は、
Ｃ：０．３０～０．５５％、Ｓｉ：０．０５～０．３０％、Ｍｎ：０．２０％以上０．８
０％未満、Ｐ：０．００５～０．０５％、Ｓ：０．００５～０．１０％、Ｖ：０．０１％
を超えて０．３０％以下およびＮ：０．００５～０．０３０％を含有し、残部はＦｅおよ
び不純物からなり、不純物中のＣｒおよびＡｌがそれぞれ、Ｃｒ：０．１０％未満および
Ａｌ：０．０５％以下であることと規定した。
【００５５】
　本発明に係る調質型軟窒化クランク軸用粗形品には、必要に応じて、上記本発明（１）
におけるＦｅの一部に代えて、
　第１群：Ｍｏ：０．１５％以下およびＴｉ：０．０３０％以下のうちの１種または２種
、
　第２群：Ｃａ：０．０２０％以下、
の少なくとも１つの群の元素のうち１種以上を含有するものとすることができる。
【００５６】
　すなわち、さらにより優れた特性を得るために、前記第１群と第２群の少なくとも１つ
の群の元素のうち１種以上を、本発明（１）の調質型軟窒化クランク軸用粗形品における
Ｆｅの一部に代えて、含有してもよい。
【００５７】
　以下、上記の元素に関して説明する。
【００５８】
　第１群：Ｍｏ：０．１５％以下およびＴｉ：０．０３０％以下のうちの１種または２種
　ＭｏおよびＴｉは、いずれも、疲労強度を高める作用を有する。このため、より優れた
疲労強度を得たい場合には以下の範囲で含有してもよい。
【００５９】
　Ｍｏ：０．１５％以下
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　Ｍｏは、固溶強化元素としてパーライト中のフェライトを強化し、疲労強度を向上させ
る作用を有するので、さらなる疲労強度向上のために含有してもよい。しかしながら、Ｍ
ｏは高価な元素であるため、過度の添加はコストの増大につながり、特に、Ｍｏの含有量
が０．１５％を超えると、コスト増大が著しくなる。したがって、Ｍｏの含有量を０．１
５％以下とした。
【００６０】
　前記したＭｏの疲労強度向上効果を確実に得るためには、Ｍｏの含有量は０．０２％以
上とすることが好ましい。このため、より好ましいＭｏの含有量は、０．０２～０．１５
％である。なお、一層好ましいＭｏの含有量は０．０２～０．１０％である。
【００６１】
　Ｔｉ：０．０３０％以下
　Ｔｉは、疲労強度を向上させる作用を有する。また、Ｔｉの微細な析出物には、熱間加
工時の結晶粒粗大化を抑制し、ひいては、曲げ矯正性を向上させる作用がある。したがっ
て、さらなる疲労強度向上のために、また、さらなる曲げ矯正性向上のためにＴｉを含有
してもよい。しかしながら、Ｔｉの含有量が多くなると却って疲労強度の低下を招き、特
に、Ｔｉの含有量が０．０３０％を超えると、疲労強度の低下が著しくなる。したがって
、Ｔｉの含有量を０．０３０％以下とした。
【００６２】
　前記したＴｉの疲労強度向上効果、さらには曲げ矯正性向上効果を確実に得るためには
、Ｔｉ含有量は０．００２％以上とすることが好ましい。このため、より好ましいＴｉの
含有量は、０．００２～０．０３０％である。なお、一層好ましいＴｉの含有量は０．０
０２～０．０１５％である。
【００６３】
　なお、上記のＭｏおよびＴｉは、そのうちのいずれか１種のみ、または２種の複合で含
有することができる。
【００６４】
　第２群：Ｃａ：０．０２０％以下
　第２群の元素であるＣａは、被削性を改善する作用を有するので、さらなる被削性向上
のために含有させてもよい。しかしながら、０．０２０％を超えるＣａを添加、含有させ
ても被削性向上効果が飽和するのでコストが嵩んで経済性が損なわれるばかりである。し
たがって、Ｃａの含有量を０．０２０％以下とした。
【００６５】
　前記したＣａの被削性改善効果を確実に得るためには、Ｃａの含有量を０．０００２％
以上とすることが好ましい。このため、より好ましいＣａの含有量は０．０００２～０．
０２０％である。なお、一層好ましいＣａの含有量は０．０００５～０．０１０％である
。
【００６６】
　上記の理由から、本発明（２）に係る調質型軟窒化クランク軸用粗形品の化学組成は、
本発明（１）に係る調質型軟窒化クランク軸用粗形品のＦｅの一部に代えて、Ｍｏ：０．
１５％以下およびＴｉ：０．０３０％以下のうちの１種または２種を含有するものと規定
した。
【００６７】
　また、本発明（３）に係る調質型軟窒化クランク軸用粗形品の化学組成は、本発明（１
）または本発明（２）に係る調質型軟窒化クランク軸用粗形品のＦｅの一部に代えて、Ｃ
ａ：０．０２０％以下を含有するものと規定した。
【００６８】
　なお、本発明に係る調質型軟窒化クランク軸用粗形品の不純物中のＣｕおよびＮｉの含
有量は、それぞれ、次の範囲で許容できる。
【００６９】
　Ｃｕ：０．３％以下
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　Ｃｕは、その含有量が０．３％を超えると、粒界偏析に起因した熱間加工割れをきたす
おそれがある。したがって、Ｃｕの含有量は０．３％以下とすることが好ましい。
【００７０】
　Ｎｉ：０．３％以下
　Ｎｉは、その含有量が０．３％を超えると被削性が低下する。したがって、Ｎｉの含有
量は０．３％以下とすることが好ましい。
【００７１】
　（Ｂ）調質型軟窒化クランク軸用粗形品のミクロ組織：
　知見（ｆ）に述べたように、ＣｒおよびＡｌの含有量を制限したうえでＶを含有させた
場合に、調質型軟窒化クランク軸に高い疲労強度を具備させることができる好適なミクロ
組織は、パーライト組織またはフェライトの割合が１０％未満のフェライト・パーライト
混合組織である。
 
【００７２】
　なお、自動車、産業機械および建設機械用などの調質型軟窒化クランク軸は、熱間鍛造
などの方法で素材鋼片を所望のクランク軸の粗形状に熱間加工した後、焼入れ－焼戻しの
調質処理を行い、さらにその後、前記クランク軸粗形状品の表面を２ｍｍ以上切削加工し
て所定のクランク軸形状に仕上げた後、軟窒化処理を施して製造されるため、前記クラン
ク軸粗形状品を調質処理し、表面からの深さが２ｍｍ以上である部位のミクロ組織をパー
ライト組織またはフェライトの割合が１０％未満のフェライト・パーライト混合組織とし
ておけば、調質型軟窒化クランク軸に高い疲労強度を具備させることができる。
 
【００７３】
　したがって、本発明（１）～本発明（３）に係る調質型軟窒化クランク軸用粗形品のミ
クロ組織は、表面からの深さが２ｍｍ以上である部位のミクロ組織が、パーライト組織ま
たはフェライトの割合が１０％未満のフェライト・パーライト混合組織であることと規定
した。
 
【００７４】
　既に述べたように、ミクロ組織としての「フェライト・パーライト混合組織」における
「フェライト」にはパーライト組織中のフェライトは含まない。
 
【００７５】
　なお、前記（Ａ）項に記載の化学組成を有する鋼片を、例えば、１１００～１２５０℃
に加熱し、熱間鍛造などの方法で熱間加工して１０００℃以上の仕上げ温度で所望のクラ
ンク軸の粗形状にし、その後、８００～９００℃に１～３時間加熱して水焼入れし、さら
に、５５０～６５０℃で１～４時間焼戻しすることによって、表面からの深さが２ｍｍ以
上である部位のミクロ組織が、パーライト組織またはフェライトの割合が１０％未満のフ
ェライト・パーライト混合組織を有する本発明に係る調質型軟窒化クランク軸用粗形品を
製造することができる。
 
【００７６】
　（Ｃ）調質型軟窒化クランク軸
　前記（Ａ）項で述べた化学組成を有するとともに上記（Ｂ）項で述べた表面からの深さ
が２ｍｍ以上である部位のミクロ組織が、パーライト組織またはフェライトの割合が１０
％未満のフェライト・パーライト混合組織である調質型軟窒化クランク軸用粗形品を表面
からの深さで少なくとも２ｍｍ以上切削加工して所定のクランク軸形状に仕上げた場合、
そのミクロ組織は、全体がパーライト組織またはフェライトの割合が１０％未満のフェラ
イト・パーライト混合組織である。このため、上記の仕上げ加工後に軟窒化処理を施せば
、調質型軟窒化クランク軸に高い疲労強度を具備させることができる。
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【００７７】
　しかも、前記（Ａ）項で述べた化学組成を有する場合、知見（ｄ）および（ｅ）に述べ
たように、Ｖ炭窒化物のピンニング作用によって焼入れの際のオーステナイト結晶粒が微
細になるので、調質処理である焼入れ－焼戻し後のミクロ組織も容易に微細化し、このた
め、軟窒化処理で生じる拡散層の組織も微細になって、軟窒化処理後の表面硬さが過度に
上昇することを抑止できるので、クランク軸に優れた曲げ矯正性を具備させることが可能
となる。
【００７８】
　したがって、本発明（４）に係る調質型軟窒化クランク軸は、本発明（１）から本発明
（３）までのいずれかに記載の調質型軟窒化クランク軸用粗形品を素材とし、前記粗形品
を表面からの深さで少なくとも２ｍｍ以上切削加工してから軟窒化処理されたものである
ことと規定した。
【００７９】
　なお、上記の軟窒化処理には、ガス軟窒化、塩浴軟窒化やプラズマ軟窒化などを適宜用
いればよい。いずれの処理であっても、クランク軸の表面に厚さほぼ２０μｍの化合物層
とその直下の拡散層を安定かつ均質に形成させることができる。
【００８０】
　例えば、ガス軟窒化の場合には、通常行われるように、ＲＸガスとアンモニアガスを１
：１に混合した温度が５７０℃の雰囲気中で３時間程度処理し、さらにその後、１００℃
の油中に冷却すればよい。なお、上記の「ＲＸガス」は変性ガスの１種で、ガスの商標名
である。
【００８１】
　以下、実施例により本発明を更に詳しく説明する。
【実施例】
【００８２】
　表１に示す化学組成を有する鋼１～１０を真空炉溶製して１５０ｋｇ鋼塊を作製した。
【００８３】
　表１中の鋼１～５および鋼７は、化学組成が本発明で規定する範囲内にある鋼である。
一方、鋼６および鋼８～１０は、化学組成が本発明で規定する条件から外れた比較例の鋼
である。
【００８４】
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【表１】

【００８５】
　このようにして得た鋼塊を、１２００℃に加熱した後、鋼材の温度が１０００℃を下回
らないように熱間鍛造して直径６０ｍｍの丸棒とした。熱間鍛造後の冷却は大気中での放
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冷とした。鋼３については、放冷後直径６０ｍｍの丸棒は、長さが半分になるよう切断し
、２等分した。
【００８６】
　鋼１、鋼２、鋼４、鋼５、鋼８および鋼１０については、上記直径６０ｍｍの丸棒を８
５０℃に２時間加熱した後水焼入れし、さらにその後、６２０℃で３時間焼戻しを行った
。
【００８７】
　鋼３については、２等分した直径６０ｍｍの丸棒の一方については、上記と同様に８５
０℃に２時間加熱した後水焼入れし、さらにその後、６２０℃で３時間焼戻しを行った。
また、２等分した残りの一方については、８００℃に２時間加熱した後水焼入れし、さら
にその後、６２０℃で３時間焼戻しを行った。
【００８８】
　鋼７については、上記直径６０ｍｍの丸棒を７８０℃に２時間加熱した後水焼入れし、
さらにその後、６２０℃で３時間焼戻しを行った。
【００８９】
　なお、鋼６および鋼９については、熱間鍛造後の放冷のままとし、熱処理は行わなかっ
た。
【００９０】
　各鋼について、上記のようにして得た直径６０ｍｍの各丸棒のＲ／２部（「Ｒ」は半径
を示す。）から、図１に示す小野式回転曲げ疲労試験片、断面が１０ｍｍ×１０ｍｍで長
さが５０ｍｍの角柱状試験片および直径２０ｍｍの曲げ矯正性試験片を採取した。
【００９１】
　次いで、上記の各試験片を、ＲＸガスとアンモニアガスを１：１に混合した温度が５７
０℃の雰囲気中で３時間保持して軟窒化処理し、その後１００℃の油中に冷却した。
【００９２】
　軟窒化処理した図１に示す形状の試験片を用いて、室温、大気中で小野式回転曲げ疲労
試験を行い、疲労強度を測定した。
【００９３】
　また、軟窒化処理した直径２０ｍｍの試験片を用いて、曲げ矯正性試験を行い、曲げ矯
正性を調査した。
【００９４】
　なお、曲げ矯正性試験は、三点曲げの手法で試験片の中央部にひずみゲージを貼付し、
ひずみゲージの読みが１５０００μ（曲げ矯正ひずみ１．５％に相当）になるところまで
負荷をかけた後、いわゆる「蛍光磁粉探傷試験」を行って、き裂の有無を調査することで
判定した。
【００９５】
　さらに、軟窒化処理した断面が１０ｍｍ×１０ｍｍで長さが５０ｍｍの角柱状試料を用
いて、その横断面中央部を光学顕微鏡にて観察してミクロ組織を調査した。また、この試
料を用いて、ＪＩＳ　Ｚ　２２４４（２００３）に記載の「ビッカース硬さ試験－試験方
法」に準拠して、試験力を４．９Ｎとして、マイクロビッカース硬度計にてビッカース硬
さ（以下、「Ｈｖ硬さ」という。）を測定した。
【００９６】
　表２に、各供試鋼について、疲労強度、曲げ矯正性、芯部（軟窒化されていない生地の
部分）のＨｖ硬さ、表層から３０μｍ位置のＨｖ硬さ（以下、「表層部のＨｖ硬さ」とい
う。）およびミクロ組織をまとめて示す。なお、表２には、各供試鋼についての焼入れお
よび焼戻しの加熱温度を併せて示した。
【００９７】
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【表２】

【００９８】
　表２から、本発明で規定する条件を満たす試験番号１～６の場合、いずれも曲げ矯正性
試験においてき裂は発生しておらず、良好な曲げ矯正性を有していることが明らかである
。しかも、上記の各試験番号における疲労強度は、ＪＩＳ　Ｇ　４０５１（２００５）に
規定されたＳ５０Ｃ鋼を素材とする一般的な調質型軟窒化クランク軸で得られる７００Ｍ
Ｐａ程度の値よりも高い８００～１０００ＭＰａであって、疲労強度にも優れていること
が明らかである。
【００９９】
　これに対して、本発明で規定する条件から外れた比較例の試験番号７～１１の場合、優
れた曲げ矯正性と高い疲労強度の両立を果たすことができない。
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【０１００】
　すなわち、試験番号７は、鋼６のＮ含有量が０．００４０％と本発明で規定する値より
少なく、しかも、調質処理していないので、ミクロ組織もフェライトの割合が２５％のフ
ェライト・パーライト混合組織であって、本発明の規定を満たさない。このため、曲げ矯
正性試験においてき裂が発生して曲げ矯正性が低く、さらに、疲労強度も５５０ＭＰａし
かなく低いものである。
 
【０１０１】
　試験番号８は、鋼７の化学組成は本発明で規定する範囲内にあるものの、焼入れ時の加
熱温度が７８０℃と低いため、ミクロ組織はフェライトの割合が１４％のフェライト・パ
ーライト混合組織であって、本発明の規定を満たさない。このため、６００ＭＰａという
低い疲労強度しか得られていない。
 
【０１０２】
　試験番号９は、調質処理後のミクロ組織はパーライト組織であるものの、鋼８のＶ含有
量が本発明の規定を満たさないため、曲げ矯正性試験においてき裂が発生して曲げ矯正性
が低く、さらに、疲労強度も６５０ＭＰａという低いものである。
【０１０３】
　試験番号１０は、鋼９のＶ含有量が本発明の規定を満たさず、しかも、調質処理してい
ないので、ミクロ組織もフェライトの割合が１１％のフェライト・パーライト混合組織で
あって、本発明の規定を満たさない。このため、曲げ矯正性試験においてき裂が発生して
曲げ矯正性が低く、さらに、疲労強度は４５０ＭＰａで極めて低いものである。
 
【０１０４】
　試験番号１１は、調質処理後のミクロ組織はパーライト組織であるものの、鋼１０のＣ
ｒ含有量が本発明で規定する値より多いため、曲げ矯正性試験においてき裂が発生して曲
げ矯正性が低い。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明の調質型軟窒化クランク軸は、軟窒化処理後の曲げ矯正性に優れ、しかも、高い
疲労強度を有するので、自動車、産業機械および建設機械などのクランク軸として用いる
ことができ、エンジンのコンパクト化および高出力化に対処することが可能である。また
、本発明の調質型軟窒化クランク軸用粗形品は、上記調質型軟窒化クランク軸の素材とし
て用いるのに好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】実施例で用いた小野式回転曲げ疲労試験片の形状を示す図である。
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